
施策の背景

特例措置の内容

【固定資産税】
流域内の浸水被害を防止・軽減させるため、新たな制度に基づき民間事業者等が整備する雨水貯留浸透施設について、
課税標準を３分の１を参酌して６分の１以上２分の１以下の範囲内において市町村の条例で定める割合とする。

○ 平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風、令和2年7
月豪雨など、近年甚大な水害が全国各地で頻発しており、
今後、気候変動により更なる降雨量の増大や水害の頻発
化・激甚化が懸念されている。

○ これに対し、あらゆる関係者が協働して流域対策を行う
「流域治水」を推進するための新たな制度に位置付けら
れた雨水貯留浸透施設に対して税制による支援を講じる
ことにより当該施設の整備促進を図る。

【適用期限】
３年間（特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日（令和３年１１月１日）～令和６年３
月３１日）の特例措置を創設。

地下貯留のケース

気候変動の影響による大雨の頻発化・激甚化に対して、あらゆる関係者が協働して流域対策を行う「流域治水」への転換を推進
し、防災・減災が主流となる社会を目指すため、民間事業者等による雨水貯留浸透施設に係る特例措置を創設。

上部がオープンのケース

浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設の整備に係る特例措置の創設（固定資産税）


